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○滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 

平成９年６月１日規則第12号 

改正 

平成13年11月16日規則第32号 

平成14年３月29日規則第19号 

平成14年６月14日規則第27号 

平成16年３月31日規則第32号 

平成17年３月29日規則第24号 

平成18年９月27日規則第40号 

平成20年３月26日規則第10号 

平成23年３月18日規則第７号 

平成23年８月１日規則第36号 

平成25年３月22日規則第12号 

平成25年12月13日規則第45号 

平成25年12月13日規則第46号 

平成26年４月１日規則第47号 

平成28年３月22日規則第６号 

平成28年６月24日規則第27号 

平成30年５月９日規則第23号 

平成30年６月15日規則第24号 

平成31年３月15日規則第４号 

令和２年３月18日規則第11号 

滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例

（昭和48年滝沢村条例第19号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。 

（受給者の制限） 

第２条 条例第４条第１項第２号の規則で定める額は、80万円とする。 

２ 条例第４条第１項第４号アの規則で定める額は、35万円とする。 
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３ 条例第４条第１項第４号イの規則で定める額は、35万円とする。 

（受給者証の交付申請） 

第３条 条例第６条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付（更新）申請書（様式第１号）、

重度心身障がい者医療費受給者証交付（更新）申請書（様式第１号の２）又はひとり親家庭医療

費受給者証交付（更新）申請書（様式第１号の３）（第６条第３項においてこれらを「受給者証

交付（更新）申請書」という。）により行うものとする。 

（受給者証の交付） 

第４条 市長は、条例第７条の規定により受給資格を認めた者については、医療費受給者証（様式

第２号。ただし、その者が妊産婦（条例第２条第２号の妊産婦をいう。以下同じ。）又は条例第

３条に規定する受給者のうち出生の日から15歳に達する日以後の最初の３月31日（次条第２項第

３号及び第７条第３項において「現物給付満了日」という。）までの間にある者（次条第２項第

３号において「現物給付対象児」という。）である場合は様式第２号の２。以下「受給者証」と

いう。）を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳（様式第13号）に記載し、受給資格を認

めない者については、医療費受給者証交付（更新）申請却下通知書（様式第３号）により、その

旨を理由を付して通知するものとする。 

（受給者証の有効期間） 

第５条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の７月31日までとする。ただし、当該

認定の日が１月から７月までの間にある場合は、当該認定の日の属する年の７月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給者の受給者証の有効期限は、当該各号に定め

るところによる。 

(１) 条例第３条に規定する受給者のうち当該認定の日以後の最初の３月31日が、その者が６歳

に達する日以後の最初の３月31日（以下この号及び第７条第１項において「未就学満了日」と

いう。）である者（同項において「未就学満了児」という。） 未就学満了日まで 

(２) 条例第２条第１号に規定する子どものうち当該認定の日以後の最初の３月31日が、その者

が12歳に達する日以後の最初の３月31日（以下この号及び第７条第２項において「小学満了日」

という。）である者（同項において「小学満了児」という。） 小学満了日まで 

(３) 現物給付対象児のうち当該認定の日以後の最初の３月31日が、現物給付満了日である者（第

７条第３項において「現物給付満了児」という。） 現物給付満了日まで 

(４) 妊産婦 出産の日の属する月の翌月末日まで 

（受給者証の更新） 
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第６条 市長は、前条第１項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、

受給者が妊産婦である場合は、この限りでない。 

２ 第３条及び第４条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第３条中「条

例第６条」とあるのは「第６条第１項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとす

る。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる

場合には、受給者証交付（更新）申請書の提出を求めないことができる。 

（受給者証の切替え） 

第７条 市長は、受給者が未就学満了児であり、未就学満了日以後も受給資格を有すると認められ

る場合には、第５条第２項第１号に規定する有効期限が到来する前に、有効期間が未就学満了日

の翌日から同日の属する年の７月31日までの受給者証を交付することができる。 

２ 市長は、受給者が小学満了児であり、かつ、小学満了日以後も受給資格を有すると認められる

場合には、第５条第２項第２号に規定する有効期限が到来する前に、有効期間が小学満了日の翌

日から同日の属する年の７月31日までの受給者証を交付することができる。 

３ 市長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以後も受給資格を有すると認められ

る場合には、第５条第２項第３号に規定する有効期限が到来する前に、有効期間が現物給付満了

日の翌日から同日の属する年の７月31日までの様式第２号による受給者証を交付することができ

る。 

（受給者証の再交付） 

第８条 条例第８条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書（様式

第４号）を市長に提出することにより行うものとする。 

（給付の申請） 

第９条 条例第10条第１項の規定による給付の申請は、医療費助成給付申請書（様式第５号）を医

療機関等に提出し、医療機関等記入欄の記載を受けた上、行うものとする。なお、医療機関等で

申請されなかった場合に限り、医療費給付申請書（様式第６号）を市長に提出することにより行

うものとする。 

（給付の通知） 

第10条 市長は、前条の申請を受理した場合は、条例第10条第２項の規定による審査を行い、適当

と認めたものについては、医療費給付決定通知書（様式第７号）により、不適当と認めたものに

ついては、医療費給付申請却下通知書（様式第８号）により、その旨を受給者又は保護者に通知
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するものとする。 

（届出等） 

第11条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 保護者の氏名又は住所 

(２) 付加給付の内容 

２ 条例第11条に規定する受給者証に記載されている事項及び前項各号に掲げる事項の変更に係る

届出は、医療費受給資格変更届（様式第９号）に、受給者証を添えて行うものとする。 

３ 条例第11条の規定による受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届（様式第10号）

に、受給者証を添えて行うものとする。 

４ 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき又は自己の故意

等医療保険各法の規定により保険給付の制限によって生じたものであるときは、第三者行為等傷

病届（様式第11号）により届出を行うものとする。この場合において、市長は条例第５条に規定

する給付額の全部又は一部を給付しないものとする。 

（受給者証の返還） 

第12条 受給者は、条例第３条の規定に該当しなくなったときは、前条第３項の規定による届出を

行うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。 

（受給者の制限の特例） 

第13条 条例第４条ただし書の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 災害その他特別の事情により、地方税法（昭和25年法律第226号）第717条の規定により国

民健康保険税を免除された者又は同法第323条の規定により市町村民税を減免された者及びこ

れらに相当する者であると市長が認めたもの 

(２) 所得税法（昭和40年法律第33号）第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額

のうち市長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合において、条

例第４条第１項各号のいずれにも該当しない者 

（医療費の返還） 

第14条 条例第14条の規定による医療費の返還の通知は、医療費返還通知書（様式第12号）により

行うものとする。 

（備付台帳） 

第15条 市長は、次に掲げる台帳を備え付けるものとする。 

(１) 医療費受給者証交付台帳 
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(２) 医療費給付台帳（総括）（様式第14号）及び医療費給付台帳（様式第15号） 

(３) 医療費助成事業収入金等整理台帳（様式第16号） 

附 則 

この規則は、平成９年６月１日から施行する。 

附 則（平成13年11月16日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成13年４月１日から適用する。 

附 則（平成14年３月29日規則第19号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年６月14日規則第27号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成14年６月１日から適用する。 

附 則（平成16年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の規定は、

この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。 

附 則（平成17年３月29日規則第24号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 現に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例

による。 

３ この規則の施行の際現に使用している改正前のそれぞれの様式は、この規則の施行後も当分の

間使用することができる。 

附 則（平成18年９月27日規則第40号） 

この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月26日規則第10号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月18日規則第７号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の滝沢村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の

規定は、この規則の施行日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例

による。 

附 則（平成23年８月１日規則第36号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のそれぞれの様式は、この規則の施行の日以後の使用について適用し、

同日前の使用については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年３月22日規則第12号） 

この規則は、平成25年８月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月13日規則第45号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年１月１日から施行する。 

附 則（平成25年12月13日規則第46号） 

この規則は、平成26年１月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月１日規則第47号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月22日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則

の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請等に係る行政庁

の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、それぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当

分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成28年６月24日規則第27号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成28年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則の

規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の

例による。 

附 則（平成30年５月９日規則第23号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療

費給付条例施行規則に規定する様式第２号及び様式第２号の２による用紙で、現に残存するもの

は、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成30年６月15日規則第24号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則第

５条第２項及び第11条の規定は、この規則の施行の日以後に交付の申請のあった受給者証及び届

出について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証及び届出については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成31年３月15日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例施行規則

の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前

の例による。 

附 則（令和２年３月18日規則第11号） 

（施行期日） 

１ この規則は、滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例の一部を改正する条
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例（令和２年滝沢市条例第５号）の施行の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２年

８月１日から施行する。 

２滝沢市ひとり親家庭医療費給付条例施行規則（昭和54年滝沢村規則第13号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の滝沢市ひとり親家庭医療費給付条例施行

規則の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為であって、第１条の規定による改正後の滝

沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則の規定に相当

の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

４ 第２条の規定による改正後の滝沢市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療

費給付条例施行規則の規定は、令和２年８月１日以後の受療について適用し、同日前の受療につ

いては、なお従前の例による。 

（滝沢市福祉医療資金貸付基金条例施行規則の一部改正） 

５ 滝沢市福祉医療資金貸付基金条例施行規則（平成７年規則第20号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例」を「滝沢市子ども、妊

産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例」に、「第４条並びに滝沢市ひとり親

家庭医療費給付条例（昭和54年滝沢村条例第６号）第４条」を「第５条」に改める。 

（滝沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則の一部改正） 

６ 滝沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則（平成27年滝沢市規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付条例」を「滝沢市子ども、

妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例」に改める。 

（滝沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例施行規則の一部改正） 

７ 滝沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用に関する条例施行規則（平成27年滝沢市規則第40号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例」を「滝沢

市子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例」に改め、同項第３号中

「滝沢市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則」を「滝沢市子ども、妊産

婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付条例施行規則」に改める。 



9/27 

第５条を削り、第６条を第５条とする。 

様式第１号（第３条、第６条関係） 

 



10/27 

様式第１号の２（第３条、第６条関係） 

 



11/27 

様式第１号の３（第３条、第６条関係） 



12/27 

 



13/27 

様式第２号（第４条、第６条、第７条関係） 

 

様式第２号の２（第４条、第６条、第７条関係） 

 



14/27 

様式第３号（第４条、第６条関係） 

 



15/27 

様式第４号（第８条関係） 

 



16/27 

様式第５号（第９条関係） 

 



17/27 

様式第６号（第９条関係） 

 



18/27 

様式第７号（第10条関係） 

 



19/27 

様式第８号（第10条関係） 

 



20/27 

様式第９号（第11条関係） 

 



21/27 

様式第10号（第11条関係） 

 



22/27 

様式第11号（第11条関係） 

 



23/27 

様式第12号（第14条関係） 

 



24/27 

様式第13号（第４条、第６条、第15条関係） 

 



25/27 

様式第14号（第15条関係） 

 



26/27 

様式第15号（第15条関係） 

 



27/27 

様式第16号（第15条関係） 

 


